
宇城市建設工事に係る業務（建設コンサルタント等）低入札価格調査実施

要領 

（趣旨） 

第１条 この告示は、宇城市が競争入札により建設工事に係る測量設計、地質調

査、補償コンサルタント及び建設コンサルタント業務（以下「建設コンサルタ

ント等業務」という。）の契約を締結しようとする場合において、地方自治法

施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の１

０第１項（施行令第１６７条の１３において準用する場合を含む。以下同じ。）

の規定に基づき、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをし

た者（以下「最低価格入札者」という。）の当該申込みに係る価格によっては、

その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認め

られるか否かについての調査（以下「低入札価格調査」という。）等に関し、

必要な事項を定めるものとする。  

（対象業務）  

第２条 低入札価格調査の対象とする建設コンサルタント等業務は、総合評価

方式による競争入札に付するものとする。なお、上記以外の建設コンサルタン

ト等業務についても、市長が必要と認めるときは、この要領に定める手続に従

い、対象業務とすることができる。 

（調査基準価格）  

第３条 市長は、前条に規定する建設コンサルタント等業務の契約を締結しよ

うとする場合は、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるか

どうかの判断基準として調査基準価格を設定するものとする。  

２ 調査基準価格は、別表第１の業務の種類の欄に掲げる種類に応じ、同表算定

基礎額１の欄から算定基礎額４の欄までに掲げる予定価格（消費税及び地方

消費税を除く。以下同じ。）の算出の基礎となった額の合計額とする。 

３ 業務の種類ごとの調査基準価格の上限額及び下限額については、次のとお

りとする。 

(1) 測量業務の場合は、調査基準価格が予定価格の１００分の８２を超える

ときにあっては予定価格に１００分の８２を乗じて得た額（１円未満切捨て）

とし、調査基準価格が予定価格の１００分の６０に満たないときにあっては

予定価格に１００分の６０を乗じて得た額（１円未満切捨て）とする。 

(2) 地質調査業務の場合は、調査基準価格が予定価格の１００分の８５を超

えるときにあっては予定価格に１００分の８５を乗じて得た額（１円未満切

捨て）とし、調査基準価格が予定価格の３分の２に満たないときにあっては

予定価格に３分の２を乗じて得た額（１円未満切捨て）とする。 

(3) 補償コンサルタント及び建設コンサルタント業務の場合は、調査基準価

格が予定価格の１００分の８１を超えるときにあっては予定価格に１００

分の８１を乗じて得た額（１円未満切捨て）とし、調査基準価格が予定価格



の１００分の６０に満たないときにあっては予定価格に１００分の６０を

乗じて得た額（１円未満切捨て）とする。 

３ 複数の種類の建設コンサルタント等業務を一の業務として発注している場

合は、建設コンサルタント等業務ごとに調査基準価格を算出し、それらの額の

合計額とする。 

（入札参加者への周知）  

第４条 市長は、一般競争入札にあっては入札公告及び入札説明書に、指名競争

入札にあっては指名通知書において次に掲げる事項を明記し、入札参加者に

周知するものとする。  

(1) 施行令第１６７条の１０第１項の規定に基づき、低入札価格調査の対象

となる調査基準価格を設けていること。 

(2) 調査基準価格を下回った入札が行われた場合の入札終了の方法及び結果

の通知方法 

(3) 調査基準価格を下回った入札を行った者は、最低価格入札者であっても

落札者とならない場合があること。 

(4) 調査基準価格を下回った入札を行った者に対しては、事情聴取を行うこ

と。この場合において、事情聴取に協力すべきこと及び事情聴取当日には配

置予定の管理技術者が出席する必要があること。 

(5) 第８条第３項に規定する調査対象者が落札した場合における契約に係る

措置 

（落札決定の保留）  

第５条 入札の結果、調査基準価格を下回った入札が行われた場合は、入札執行

者は、入札者に対して保留を宣言し、施行令第１６７条の１０第１項の規定に

より落札者は後日決定する旨を告げて、入札を終了する。  

（低入札価格調査）  

第６条 市長は、調査基準価格を下回った入札が行われた場合は、低入札価格調

査を行うものとする。この場合において、施行令第１６７条の９（施行令第１

６７条の１３において準用する場合を含む。以下同じ。）の規定によりくじが

なされるときは、低入札価格調査は、当該くじを行う前に実施するものとする。 

（書類の提出）  

第７条 調査基準価格を下回った入札が行われた場合は、調査基準価格を下回

った入札を行った者全員に、原則として低入札価格調査通知書（様式第１号）

の通知日の翌日から起算して７日（宇城市の休日を定める条例（平成１７年宇

城市条例第２号）第１条に規定する市の休日を除く。）以内に、低入札価格調

査審査調書（様式第２号）に次の各号に掲げる書類を添付の上、提出させるも

のとする。 

(1) 当該価格により入札した理由（様式第３号） 

(2) 契約対象業務に関連する手持業務委託の状況（様式第４号） 



(3) 契約対象業務履行箇所と入札者の事業所、倉庫等の地理的条件関連（様

式第５号） 

(4) 手持機械等の状況（測量、地質調査業務を含む場合に限る。）（様式第６

号） 

(5) 配置予定技術者名簿（様式第７号）  

(6) 技術者及び労務者の具体的供給の見通し（様式第８号）  

(7) 過去に履行した宇城市発注の建設コンサルタント等業務委託（様式第９

号）  

(8) 経営内容（様式第１０号）  

(9) 第三者照査選任予定者届出書（様式第１１号） 

(10) 信用状態に関する事項（様式第１２号） 

(11) 前各号に掲げるもののほか、その他市長が必要と認める資料  

２ 前項各号に掲げる書類については、同項第１号に掲げる書類から順に１か

ら連番でページ番号を記載するものとする。  

３ 第１項各号に掲げる書類については、提出期限後の追加、差し替え及び再提

出は認めないものとする。  

４ 市長は、低入札価格調査を行うために必要があると認めるときは、第１項各

号に掲げる書類のほか、必要と認める書類について期限を定めて追加して提

出させるものとする。  

５ 提出書類の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。  

６ 提出された書類は、返却しない。  

７ 市長は、提出された書類を当該調査以外に提出者に無断で使用しないもの

とする。  

（実施方法）  

第８条 市長は、調査基準価格を下回った入札を行った者のうち、最低価格入札

者を調査対象者とし、前条第１項の規定により提出された書類に基づき、事情

聴取その他必要な調査を行うものとする。  

２ 前項の場合において、調査対象者が別表第２に規定する事項のいずれかに

該当する場合は、当該調査対象者のした入札を無効とする。  

３ 市長は、調査対象者（前項の規定により無効となった者を除く。以下同じ。）

に対する事情聴取その他必要な調査及び検討の結果について、低入札価格調

査報告書（様式第１３号）を作成するものとする。  

（契約審査委員会の設置・審査）  

第９条 調査対象者の入札価格によっては契約の内容に適合した履行がされな

いおそれがあると認められるか否かを審査するため、契約審査委員会を設置

するものとする。  

２ 契約審査委員会は、宇城市入札指名等審査会設置規則（平成１７年宇城市規

則第５４号）に定める組織及び会長並びに委員をもって充てる。 



３ 契約審査委員会は、前条第３項の低入札価格調査報告書に基づき審査を行

い、審査結果は委員の過半数の意見により決するものとし、可否同数の場合は、

会長の決するところによるものとする。  

４ 契約審査委員会の庶務は、総務部契約管財課が行うものとする。  

（落札者の決定等）  

第１０条 前条の規定による契約審査委員会の審査の結果、当該調査対象者の

入札価格によっては契約の内容に適合した履行がされないおそれがないと認

められた場合は、当該調査対象者（施行令第１６７条の９の規定によりくじが

なされる場合にあっては、当該くじにより落札者となるべき者）を落札者と決

定し、入札者全員に対し、落札決定通知書（様式第１４号）又は落札者決定通

知書（様式第１５号）により通知するものとする。 

２ 前条の規定による契約審査委員会の審査の結果、当該調査対象者の入札価

格によっては契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められ

た場合は、当該調査対象者を落札者としないものとする。この場合において、

予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価

格をもって申込みをした者（以下「次順位者」という。）の入札価格が調査基

準価格以上のときは、当該次順位者を落札者と決定し、次順位者の入札価格が

調査基準価格未満のときは、第８条以降と同様の手続によるものとし、同条第

１項の規定中「最低価格入札者」とあるのは「次順位者」と読み替えるものと

する。  

３ 前項の場合において、落札者としなかった調査対象者に対しては、理由を付

してその旨を入札結果通知書（様式第１６号）により通知するものとする。  

（契約に係る措置）  

第１１条 調査対象者が落札した場合における契約に関しては、次の措置をと

るものとする。また、適正な履行の確保のため、必要に応じて重点的な監督や

厳格な検査を実施するものとする。 

(1) 契約保証金の額は、請負代金の額に１０分の３以上を乗じて得た額以上

のものとする。 

(2) 前金払の金額を業務委託料の１０分の２以内とすること。 

(3) 管理技術者は専任（他の管理技術者、照査技術者及び担当技術者等との

兼任は不可）で配置しなければならない。なお、配置する管理技術者は、入

札公告日又は指名通知日において調査対象者と直接的かつ恒常的な雇用関

係（３箇月以上）にあることとし、届出のあった管理技術者の変更は原則認

めない。 

(4) 照査を実施する業務については、当該低価格入札者が自ら行う照査とは

別に、当該低価格入札者の責任及び負担において第三者による照査（以下「第

三者照査」という。）を実施させるものとする。この場合において、第三者

照査を行う者は、次条の要件を全て満たす者でなければならない。 



(5) 宇城市公共工事関係業務委託契約約款（平成１７年宇城市告示第２２号）

第５３条第２項に規定する違約金の額は、請負代金の額に１０分の３を乗じ

て得た額以上のものとする。 

（第三者照査を行う者の要件） 

第１２条 第三者照査の対象となる当該業務（以下「対象業務」という。）と同

一の業務内容において、宇城市が行う調査、測量、建設コンサルタント等の業

務に関する入札参加資格審査申請書を提出し受理されている者であること。 

２ 対象業務の公告日又は指名通知日から落札決定の日までの間に、宇城市工

事等指名競争入札参加資格者指名停止処分要綱（平成１７年宇城市告示第２

０号）に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 

３ 対象業務の入札における低価格入札者と次のいずれかの資本関係又は人的

関係にある者でないこと。 

(1) 低価格入札者の親会社（会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第４

号の親会社をいう。以下同じ。） 

(2) 低価格入札者の子会社（会社法第２条第３号の子会社をいう。以下同じ。） 

(3) 低価格入札者と親会社を同じくする子会社 

(4) 役員又は管財人（会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第６７条の

管財人及び民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第６４条の管財人をい

う。以下同じ。）が低価格入札者の役員又は管財人を兼ねている者 

(5) その他前各号までと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められ

る者 

４ 過去に宇城市が発注した業務において、低価格入札者から第三者照査を受

託し、又は低価格入札者に第三者照査を委託したことのない者であること。  

５ 配置する技術者は、次の要件を全て満たす者であること。 

(1) 低価格入札者において選任する管理技術者と同等の資格保持者又は同等

の能力と経験を有する者であること。 

(2) 第三者照査を行う技術者は、調査対象者から第三者照査を受託する者と

公告日又は指名通知日において、直接的かつ恒常的な雇用関係（３箇月以上）

にあること。  

６ 技術者の変更は、真にやむを得ない場合を除き、認めない。 

附 則 

この告示は、令和８年４月１日から施行し、一般競争入札にあっては同日以後

に公告をするもの、指名競争入札にあっては同日以後に指名をするものについ

て適用する。 

 

  



別表第１（第３条関係） 

業務の種類 算定基礎額１ 算定基礎額２ 算定基礎額３ 算定基礎額４ 

測量業務 
直接測量費の

額 

測量調査費の

額 

諸経費の額に

１００分の５

０を乗じて得

た額（１円未

満切捨て） 

－ 

地質調査業務 
直接調査費の

額 

間接調査費の

額に１００分

の９０を乗じ

て得た額（１

円 未 満 切 捨

て） 

解析等調査業

務費の額に１

００分の８０

を乗じて得た

額（１円未満

切捨て） 

諸経費の額に

１００分の５

０を乗じて得

た額（１円未

満切捨て） 

補償関係コン

サルタント業

務 

直接人件費の

額 
直接経費の額 

その他原価の

額に１００分

の９０を乗じ

て得た額（１

円 未 満 切 捨

て） 

一般管理費等

の額に１００

分の５０を乗

じ て 得 た 額

（１円未満切

捨て） 

建築関係建設

コンサルタン

ト業務 

直接人件費の

額 
特別経費の額 

技術料等経費

の額に１００

分の６０を乗

じ て 得 た 額

（１円未満切

捨て） 

諸経費の額に

１００分の６

０を乗じて得

た額（１円未

満切捨て） 

土木関係建設

コンサルタン

ト業務 

直接人件費の

額 
直接経費の額 

その他原価の

額に１００分

の９０を乗じ

て得た額（１

円 未 満 切 捨

て） 

一般管理費等

の額に１００

分の５０を乗

じ て 得 た 額

（１円未満切

捨て） 

 

 

  



別表第２（第８条関係） 

 事項 内容 

１ 書類が提出されな

い場合 

指定の期日までに求められた資料の全部又は一部

が提出されない場合 

２ 書類が未提出であ

ると認められる場

合（未提出であると

同視できる場合を

含む。） 

求められた資料とは無関係な書類である場合 

他の業務の資料である場合 

白紙である場合 

他の入札参加者の様式等を入手し、使用している場

合 

３ 書面に記載すべき

事項が欠けている

場合 

求められた資料の全部又は一部が記載されていな

い場合 

入札説明書に指定された項目を満たしていない場

合 

４ 書類の記載すべき

内容に誤りがある

場合 

発注者名、発注件名、提出業者名に誤りがある場合

（但し、誤字等の軽微な誤りは除く。） 

提出された業務費内訳書の内容と「入札時の業務費

内訳書」の内容が合っていない場合（千円未満の端

数処理を除く。） 

業務費内訳書の計算（各小計又は合計）が合ってい

ない場合 

５ 事情聴取に協力し

ない場合 
事情聴取に応じない場合 

配置予定の管理技術者が事情聴取に参加しない場

合 

指定の時刻までに出席者が集まらず事情聴取がで

きない場合 

 


